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鳥取市条例第１２号 

   鳥取市介護保険条例の一部を改正する条例 

鳥取市介護保険条例（平成１２年鳥取市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改め、同項第１号中「３９，０００円」を「３８，０００円」に改め、同

項第２号中「４８，７５０円」を「４７，５００円」に改め、同項第３号中「５８，

５００円」を「５７，０００円」に改め、同項第４号中「６６，３００円」を「６４，

６００円」に改め、同項第５号中「７８，０００円」を「７６，０００円」に改め、

同項第６号中「９３，６００円」を「９１，２００円」に改め、同号ア中「第３５条

の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、「この項において」を削り、同項第

７号中「１０５，３００円」を「１０２，６００円」に改め、同号ア中「２００万円

未満」を「２１０万円未満」に改め、同項第８号中「１２８，７００円」を「１２５，

４００円」に改め、同号ア中「３００万円未満」を「３２０万円未満」に改め、同項

第９号中「１４４，３００円」を「１４０，６００円」に改め、同号ア中「４００万

円未満」を「４２０万円未満」に改め、同項第１０号中「１５６，０００円」を「１

５２，０００円」に改め、同号ア中「６００万円未満」を「６２０万円未満」に改め、



同項第１１号中「１６３，８００円」を「１５９，６００円」に改め、同号ア中「８

００万円未満」を「８２０万円未満」に改め、同項第１２号中「１７１，６００円」

を「１６７，２００円」に改め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令

和５年度まで」に、「２３，４００円」を「２２，８００円」に改め、同条第３項中

「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「２３，４００円」を「２

２，８００円」に、「３９，０００円」を「３８，０００円」に改め、同条第４項中

「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「２３，４００円」を「２

２，８００円」に、「５４，６００円」を「５３，２００円」に改める。 

附則に次の３項を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

１４ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定につ

いての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア及び

第１１号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税

特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合

計額については、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５

条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た

額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特別措置法

」とする。 

１５ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとす

る。 

１６ 第１４項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。こ

の場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるもの



とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市介護保険条例の規定は、令和３年度分の保険料か

ら適用し、令和２年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

 


